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はじめに・・・
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関税を課す際の課税価格を法律の規定により決定
することです。（関税定率法）

・外国から貨物を売買で購入(輸入)した場合に、
実際に支払った価格です。

・また、貨物の輸入に際して、売買の価格の他に
法律に定められた運賃等を支払っている場合に
は、当該費用も含めたものが課税価格となりま
す。

・なお、我が国はCIF価格を課税価格としている
ので、本邦到着後に発生する費用は含みません。

課税価格 × 関税率 ＝ 関税額

関税評価 分類・原産地



課税価格の決定の原則

課税価格とは、輸入貨物に係

る輸入取引がされた場合におい

て、輸入取引に関し買手により

売手に対し又は売手のために、

輸入貨物につき現実に支払われ

た又は支払われるべき価格に、

その含まれていない限度におい

て次に掲げる運賃等の額を加え

た価格とする。

課税価格

＝

現実支払価格

＋

加算要素
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【関税定率法第4条第1項】（抜粋）



【現実支払価格】

買手が売手から輸入貨物を購入
するために、売手に対して又は売
手のために支払う費用の総額
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売手

課税価格の決定の原則（イメージ）

買手

【加算要素】

定率法第４条第１項第１号～第

５号に限定列挙された費用等の額

で、現実支払価格の他に費用を支

払っている場合に加算

船社 金型ﾒｰｶｰ 権利者

運賃、 金型費用、 ﾛｲﾔﾙﾃｨ

＋

現実支払価格

加算要素



定率法第４条第１項第１号～第５号に限定列挙された費

用等の額で、現実支払価格に含まれていないものを加算

加算要素

① 輸入港までの運賃、保険料その他運送関連費用

② 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される仲介料

その他の手数料（買付手数料は除く）又は容器・包装の費用

③ 買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された

物品又は役務の費用

④ 輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価で、当該輸入取引を

するために買手により直接又は間接に支払われるもの

⑤ 輸入貨物の処分等による収益で売手に帰属するもの
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「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、輸入

貨物を輸入港まで運送するために

をいう。

【定率法基本通達4-8(3)】
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①輸入港に到着するまでの運賃、保険料
その他運送関連費用

実際に要した運送費用



事例１：運送会社が運送先を誤った場合の運賃

課税価格 ＝ 仕入書価格 〔定率法第４条第１項第１号〕
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買 手
（本邦）

貨物代金

売 手
（Ｅ国）

仕入書（CIF）

買手は、Ｅ国の売手から貨物を購入（輸入）する。ところが、E国から本邦に輸出
されるはずが、運送業者の積み付け誤りのためT国に誤配送されてしまった。その後、
当該貨物はT国から本邦へ運送業者の負担により回送された。

契約条件はCIFのため運賃は売手が負担するが、誤配送の運航費用（T国から本邦）
は運送会社が負担した。

当該運送費用はどのように計算するか？

到着地（Ｔ国）
貨物（誤配送）運送会社

負担



○仲介料その他の手数料

→ 輸入取引に関して業務を行う者に対し買手が支払
う手数料（買付手数料は除外）

・ 「売手及び買手のため」に、又は「売手のため」に、輸入取引に
関して業務を行う者に対し買手が支払う手数料 （加算）

・ 輸入取引に関し、買手の管理の下で、買手の計算と危険負担に
より業務を行う者（買付代理人）に買手が支払う手数料（非加算）

○容器の費用、包装に要する費用

→ 輸入取引に関し、買手が負担した輸入貨物の容器
の費用又は輸入貨物の包装に要する費用

【定率法基本通達4-9】
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②仲介料その他の手数料、容器又は包装
に要する費用
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事例２：仲介手数料

課税価格 ＝ 仕入書価格 ＋ 手数料

〔定率法第４条第１項第２号イ〕

買 手
（本邦）

売 手
（E国）

Ａ社
（本邦）

仕入書（ＣＩＦ）

貨物代金

手数料

輸入取引成立
のための業務

輸入取引成立
のための業務
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事例３：買付手数料

課税価格 ＝ 仕入書価格
〔定率法第４条第１項第２号イ〕

買 手
（本邦）

売 手
（E国）

Ａ社
（Ｅ国）

仕入書（ＣＩＦ）

貨物代金

手数料

買付業務
委託契約

買手の要求の通知
クレーム交渉
通訳 等

➣買手が支払っている手数料は、買付手数料に当たると
考えられるため、非加算となる。
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課税価格 ＝ 仕入書価格 ＋ 仕分け・梱包費用

〔定率法第４条第１項第２号ハ〕

事例４：輸出国における輸入貨物の仕分け・
梱包に要する費用

仕分け・梱包費用

買 手
（本邦）

売 手
（E国）

Ａ社
（E国）

仕入書（CIF)

貨物代金

業務委託契約

仕分け・梱包

買手と売手は、売買契約において、輸入貨物を船積みするまでに、買手が輸入貨物
の仕分け・梱包を行うことについて取決めた。
買手は、その取決めに従い、Ｅ国に所在する梱包業者Ａ社と業務委託契約を締結し、

売手の工場内にて輸入貨物の仕分け・梱包（国内販売先ごとの輸入貨物の仕分け・梱
包）をＡ社に委託し、その業務の対価を支払う。



イ．輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類

するもの

ロ．輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに

類するもの

ハ．輸入貨物の生産の過程で消費された物品

ニ．技術、設計その他輸入貨物の生産に関する役務

・原材料、副資材、ラベル等

輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠

であって本邦以外において開発されたもの（定率法施行令第1条の5第3項）

・機械、設備、金型、ダイス等

・燃料、触媒等
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③買手により無償で又は値引きをして、直接又は
間接に提供された物品又は役務の費用
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課税価格 ＝ 仕入書価格 ＋ 原材料代金
＋ Ａ社手数料（原材料の輸出運賃等諸費用を含む）

〔定率法第４条第１項第３号イ〕

買 手
（本邦）

売 手
（E国）

Ａ 社
（本邦）

仕入書（CIF）

貨物代金

原材料調達
業務委託

原材料代金
手数料

事例５：輸入貨物の原材料の調達に係る
手数料

製造委託契約

原材料無償提供
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課税価格 ＝ 仕入書価格 ＋ 原材料代金 ＋ 輸出運賃等諸費用

〔定率法第４条第１項第３号イ〕

事例６：輸入貨物の原材料の輸出通関費用等

買 手
（本邦）

売 手
（E国）

Ａ 社
（本邦）

仕入書（CIF）

貨物代金

原材料
代金

原材料

原材料（無償提供）

輸出運賃等諸費用

輸出業者
（本邦）

・ 輸出通関費用
・ 輸出通関手続のための
倉庫保管費用
・ 売手までの運賃や保険料
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課税価格 ＝ 仕入書価格 ＋ 金型費用

〔定率法第４条第１項本文〕

買 手
（本邦）

売 手
（E国）

Ａ 社
（本邦）

仕入書（ＣＩＦ）

貨物代金・金型費用

原型代金 金型原型

金型原型（無償提供）

事例７：輸入貨物の金型・金型原型の費用

➣原型費用は、本邦において開発された役務に当た
ると考えられるため、非加算となる。



事例８：輸入貨物のデザイン（日本人が海
外で作成したもの）の費用

課税価格 ＝ 仕入書価格 ＋ デザイン費用

〔定率法第４条第１項第３号ニ〕

貨物代金

仕入書（ＣＩＦ）

デザイン

デザイン費用

買 手
（本邦）

売 手
（E国）

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰＡ
（Ｆ国）
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デザイン（無償）

デザイン作成依頼

買手は、輸入貨物のデザインの作成をＦ国に在住する日本人デザイナーＡ
氏に依頼し、Ａ氏がＦ国において作成した輸入貨物のデザインを売手に無償
でメールにより提供している。



特許権等の使用に伴う対価で、次の要件を満たすもの

【対象権利】

・特許権
・意匠権
・商標権

・実用新案権
・著作権 等

①「輸入貨物」に係るもの

③買手により直接又は間接に
支払われるもの

②「輸入取引に係る取引の状況
その他の事情からみて
当該輸入貨物の輸入取引を
するために」
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特許権等の価値を構成する要素が輸入貨物と不可分一体の関係に
あり、実質的にﾛｲﾔﾙﾃｨ等を特許権者等へ支払わなければ、売手から
輸入貨物を購入できない状態にある場合には加算になります

④特許権等の使用に伴う対価
＝ロイヤルティ又はライセンス料



事例９：売手が第三者である商標権者から製造許
諾を受けている場合に買手が商標権者に
支払うロイヤルティ

売 手
（Ｅ国）

買 手
（本邦）

ライセンス契約

売買契約

課税価格 ＝ 仕入書価格 ＋ ロイヤルティ
〔定率法第４条第１項第４号〕
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Ａ商標付貨物・仕入書

貨物代金

商標権者Ａ社
（本邦）

販売許諾
売手の紹介

ロイヤルティ

製造許諾



買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は
間接に売手に帰属するもの

具体的には、輸入貨物の再販売、使用等で得られる売上
代金、賃貸料、加工賃等で買手が売手に分配する利潤

【定率法基本通達4-14】
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買 手
（本邦）

売 手
（外国）

売買契約

仕入書(@50,000円)

貨物代金(@50,000円)

再販売に係る利潤の50％販売

(@100,000円)
売手帰属収益(@25,000円)

⑤売手帰属収益

課税価格 ＝ 仕入書価格 ＋ 売手帰属収益
〔定率法第４条第１項第５号〕



加算要素に係る取引事例

【注記】

これらの事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的
な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したもので
はありませんので、納税者の方々が行う具体的な取引等に適
用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生
ずることがあることにご注意ください。

（具体的な貨物の関税評価上の取扱いについて、輸入申告時
の審査の際に尊重される回答を希望される場合には、文書に
よる事前教示をご利用ください。）
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